
身体障害者ホームヘルプサービス事業の

委託について

平成12年7月7日　障障第29号

厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長

身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱の

改正については、平成12年7月7日障第528号をもっ

て厚生省大臣官房障害保健福祉部長から通知された

ところであるが、同要綱2の「別に定める要件」に

ついて、別紙「介護福祉士に対するホームヘルプサー

ビス事業委託基準」によることとしたので、管下市

〔別紙〕

（区）町村に周知し、円滑に実施されるよう特段の

ご配意願いたい。

なお、これに伴い、平成4年10月13日社援更第59

号厚生省社会・援護局更生課長通知「身体障害者ホー

ムヘルプサービス事業の委託について」は廃止する。

介護福祉士に対するホームヘルプサービス事業委託基準

1　要件

市（区）町村長が、次の事項のいずれにも該当す

る者であって、委託先として適当と認定した者とす

る。

（1）介護福祉士資格を有する者であること。

（2）介護業務に十分な経験（10年以上）を有する

者であること。なお、介護業務については、介

護福祉士受験資格要件にいう介護業務に準ずる

こととする。

2　手続き

（1）ホームヘルプサービス事業の委託を受けよう

とする者は、次に掲げる事項を記載した「委託

申請書」を、委託を行おうとする市（区）町村

に提出すること。

ア　住所、氏名、年齢、性別、経歴、職業

イ　介護福祉士資格取得年月日

ウ　介護業務に従事した経歴

（2）市（区）町村長は、要件等を審査の上、事業

の委託を行う場合には、次の内容を記載した事

業委託契約書を締結すること。

ア　委託業務の内容（派遣世帯の決定、サービ

ス内容及び費用負担の決定は実施主体である

市（区）町村が行う。）

イ　業務の委託期間

ウ　委託料の額（一般基準を適用するか委託基

準を適用するかについては市（区）町村の決

定による。）

エ　業務に関する訪問日程表、活動記録簿等の

書類の整備

オ　業務に関する報告書の提出

カ　契約解除等に関する事項



キ　その他適正な業務履行の確保に関する事項

3　市（区）町村に関する事項

委託を行おうとする市（区）町村は、次の体制を

整えておくこと。

（1）市（区）町村のケースワーカー、保健婦等が

委託ヘルパーに対し、派遣計画等について調整、

指導が行える体制を確保すること。

（2）定期的に事業の実施状況につき報告を行わせ、

事業の実施に必要な指導等を行うこと。

（3）定期的に現任研修を受講させること。

（4）委託先に対し、次のことを義務づけること。

ア　事業受託者は、事業実施上知りえた秘密を、

　　正当な理由なく漏らしてはならないこと。

イ　事業受託者は、その責めに帰すべき理由に

より、事業の実施に関し、第三者に損害を与

えたときの賠償等に対応するため、損害賠償

保険等に加入しておくこと。

ウ　事業受託者は、心身の健康に留意し、疾病

の早期発見及び健康状態の把握のために、定

期的に健康診断を受けること。

4　その他

ホームヘルプサービス事業の委託を受けたホーム

ヘルパーが、相互の連携を図り、安定した事業の実

施を行うため共同して事業を行うことは差し支えな

いこと。


